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道具的実践理性

成 田 和 信

 我 々 が 思 慮deliberationに 基 づ い て 一 定 の 信 念beliefを 獲 得 で き る の

は， 理 性 の働 きに よ る と思 わ れ る。 た とえ ば， 「pな らばq」 とい う信 念

と 「p」 とい う信 念 を持 って い る時 に， 論 理 に従 って考 え れ ば， た い て い

我 々 は 「q」 とい う信 念 を獲 得 で き る。 これ は， 我 々 の理 性 の働 きに よ る

の で あ ろ う。 こ の よ う な 働 き を す る 理 性 を 「理 論 理 性theoretical

reason」 と呼 ぼ う。 これ と 同 じよ う に， 我 々 が 思 慮 に 基 づ い て一 定 の行

為 へ と動 機 付 け られ る時 に， そ の動 機 付 けmotivationを 生 み 出 す 働 きを

す る理 性 が あ る とす れ ば， そ れ を 私 は 「実 践 理 性practical reason」 と呼

ぶ。(1)た とえ ば ， あ る事 柄Eを 目的 と して 定 め ， 行 為Aを 行 え ばEが 達

成 で き る こ とが分 か った時 に， た い て い我 々 はAを 行 お う と思 う もの で あ

るが， こ う思 う こ とが(少 な く と も部 分 的 に は)理 性 の働 き に よ る とす れ

ば ， この 理 性 は実 践 理 性 で あ る。(2)本稿 の 目 的 は， 最 近 の 英 語 圏 で 展 開 さ

れ て い る議 論 を参 考 に しな が ら， 実 践 理 性 とは何 か を， 目的 の 手 段 とな る

行 為 へ の 動機 付 け の場 合 に 限 って， 詳 し く描 く こ とに あ る。

 私 はい ま 「目的 の手 段 とな る行 為 へ の動 機 付 け の 場 合 に限 って 」 と書 い

た が ， 「目的 の手 段 とな る行 為 へ の 動機 付 け」 を(英 語 圏 の 実 践 理 性 を め

ぐる議 論 の慣 習 に倣 って)「 道 具 的動 機 付 けinstrumental motivation」

と呼 び， また， そ の よ うな動 機 付 け に お い て働 く実 践 理 性 を 「道 具 的 実 践

理 性instrumental practical reason」 と呼 ぼ う。 本 稿 の 目 的 は， 実 践 理

性 と は何 か を ， 道 具 的 動機 付 けの 場 合 に 限 って 描 くこ と， つ ま り， 道 具 的

実 践 理 性 と は何 か を 描 くこ とに あ る。
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 さて，本論に入る前に，実践理性をあぐる問題 との関連で，いま述べた

本稿の目的について補足 しておきたいことがある。実践理性をめぐっては

二っの大きな問題がある。第一の問題は，実践理性が果たして存在するか

という問題である。たとえば， ヒュームは実践理性の存在を否定 している

という解釈が成り立つ。(3)したがって，実践理性の存在を肯定するには，

少なくともこのようなヒ3 ム解釈に基づく実践理性否定論を論駁するこ

とが必要となる。 しか し，ここではこの問題には取 り組まずに，実践理性

が存在することを前提 した上で，それがどのようなものなのかを明確にす

ることを目指す。その後に，稿を改めて，そのような実践理性が存在する

かどうかを論 じたいと思う。その意味で，本稿は実践理性の存在の問題に

対する取り組みの準備作業の一つである。

 第二の問題は，実践理性が働 くためには(そ れが働 く以前に行為者があ

らかじめ持 っている)欲 求が必要であるか という問題である。(4)トーマ

ス ・ネイゲル，クリスティン・コースガー ド，ジーン・ハ ンプ トンなどの

カント主義者は，必ずしも必要でないという立場を取る。(5)これに対 して，

アルフレッド・ミールなどの 「合理的 ヒューム主義者」 と呼べるような論

者は，必要であるという立場を取 る。(6)本稿では， この問題に関しても特

定の立場を取 らずに議論を進あたい。 この問題へのアプローチのためにも

実践理性をできるだけ明確に規定することが必要であり，その意味でここ

での作業は，この問題への取 り組みの準備作業ともなる。

 繰 り返 しになるが，本稿の目的は，実践理性(正 確に言えば，私が 「実

践理性」 と呼ぶ もの)と はどのようなものなのかを，道具的動機付けの場

合に限って，明 らかにすることにある。さて，冒頭に述べたように，実践

理性は，人が思慮に基づいて一定の行為へと動機付けられる時に，その動

機付 けを生み出す働きをする。(7)したがって，実践理性とは何かを詳 しく

示すためには， 「思慮に基づいて」 ということと 「動機付けを生み出す働

き」ということを明確にすることが重要となる。そこで，まず第1節 と第

2節 では，「思慮 に基づいて」 の 「思慮」 の部分 に焦点を当てる。第1節
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では，実践理性が働 く際になされる思慮とはどのようなものなのかを説明

する。第2節 では，話を道具的動機付けの場合に絞って，そこでなされる

思慮の特徴を細か く見る。次に第3節 で，実践理性の 「動機付けを生み出

す働き」という点に焦点を当て，その働きを明確にする。最後に第4節 で

は，「思慮に基づいて」 の 「基づいて」 という部分に焦点を当て， その意

味を明 らかにすることによって，実践理性の輪郭をさらに鮮明する。

1

 この節では，実践理性が働 く際になされる思慮とはどのようなものなの

かを，道具的動機付けの例を使って，詳 しく見ていきたい。

 行為の動機付けには，思慮に基づ くものと思慮には基づかないものがあ

る。「思慮に基づ く」 ということの分析は第4節 で行 うことにして， ここ

では例を挙げてこの区別を示 しておこう。我々はしば しば，どのような行

為をすれば自分の目的を達成できるかを考えたすえに，ある行為を行おう

と思 うことがあるが，これなどは思慮に基づ く動機付けの典型的な例であ

る。私は英会話を身に付けようと思い，そのた3hに はどうしたらよいか考

えた結果， ラジオの英会話番組を聞 くのが一番だという結論に達 して，ラ

ジオの英会話番組を聞こうと思ったことがある。この場合には私は思慮に

基づいてラジオの英会話番組を聞 くように動機付けられている。思慮に基

づかな'い行為の動機付 けの例 としては，たとえば衝動的な動機付けを挙げ

ることがで きる。私 は時たま道端 に小石を見っけると訳 もな く蹴 りた く

なって蹴 って しまうことがあるが，この場合には思慮 に基づいて小石を蹴

ろうと思 っているわけではない。

 実践理性 は，それが存在するならば，思慮 に基づ く動機付 けにおいて働

く。だが，実践理性が働 く際になされる思慮 は， どんな思慮でも良いとい

うわけでない。では， どのような思慮でな くてはならないのか。 このこと

を説明するために， ラジオの英会話番組を聞こうと思 うに至るまでに私が

なした思慮を考えてみたい。その思慮の内容 は次のように表すことができ



 32

る 。(8)

(1)

(2)

(3)

私が英会話を身に付けることは望ましい。

ラジオの英会話番組を聞けば，英会話を身に付けることができる。

したがって，私はラジオの英会話番組を聞 くべきだ。

(1)で は 「私 が 英 会 話 を身 に付 け る こ と」 が 目的 と して 特 定 され て い る。

(2)で は，(1)で 特 定 さ れ た 目的 の手 段 とな る 行 為 が 示 さ れ て い る。

(3)で は(2)で 示 され た 手 段 とな る行 為 が要 請 され て い る。 そ して，

(3)は(1)と(2)か ら導 き出 され て い る。(9)

 と こ ろ で ，私 は思 慮 と論 証argumentを 区 別 す る。 論 証 は い くっ か の

命 題 に よ って構 成 され て い る。 そ れ らの命 題 の うち一 っ は論 証 の結 論 とな

り， 他 の もの は前 提 とな る。 結 論 は前 提 か ら何 らか の論 理 に従 って導 出 さ

れ る。 一 方 ， 思 慮 は信 念 に基 づ い て新 た な信 念 を獲 得 す るま で の思 考活 動

で あ り， そ れ はい くつ か の信 念 に よ って構 成 さ れ て い る。 そ して ， 思 慮 を

構 成 す るそ れ ぞ れ の 信 念 の 命 題 内 容 が集 ま って一 つ の論 証 を 構 成 して お り，

そ の 論 証 が 思 慮 の 命 題 内容 を形 成 して い る。 英 会 話 の例 で言 え ば ， 私 の 思

慮 は(1)，(2)，(3)を そ れ ぞ れ 命題 内容 と して持 っ三 っ の 信 念 に よ っ

て 構 成 さ れ て い る。(以 下 で は，(1)を 命 題 内 容 と して 持 っ 信 念 を 適 宜

「信 念(1)」 と短 く表 記 す る こ と にす る。(2)や(3)を 命 題 内 容 と し

て 持 つ 信 念 に つ い て も同様 で あ る。)そ して ，(1)，(2)，(3)が 集 ま っ

て ， 論 証(1)～(3)を 構 成 して い る。(1)と(2)は 論 証 の 前 提 と

な り， そ れ らか ら結 論(3)が 導 出 され て い る。 この論 証(1)～(3)

が 私 の 思 慮 の 命 題 内 容 に な って い る。(以 下 で は， 論 証(1)～(3)を

命 題 内 容 と して 持 つ 思 慮 を 適 宜 「思 慮(1)～(3)」 と 呼 ぶ こ と に す

る。)

 さて ， 論 証 に は， 行為 が正 しい か， 行 うべ きか， 良 い か， 望 ま しい か と

い った こ と に関 す る結 論 を導 き出 す論 証 が あ る。 この よ うな論 証 を 「規 範
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的論 証normative argument」 と呼 ぼ う。(10)さ ら に， 規 範 的 論 証 を命 題

内容 と して 持 っ 思 慮 を 「規範 的 思 慮normative deliberation」 と呼 ぼ う。

論 証(1)～(3)は ， 「私 は ラ ジ オ の英 会 話 番 組 を聞 くべ き だ」 とい う

当為 に 関 す る結 論 を 導 き出 して い る。 したが って， そ れ は規 範 的 論 証 で あ

り， そ の結 論 へ と私 を 導 いた 思 慮 は， 論 証(1)～(3)を 命 題 内 容 と し

て持 っ わ けで あ るか ら， 規 範 的 思 慮 と な る。

 実 践 理 性 は， 規 範 的 思 慮 に基 づ く動 機 付 け に お い て働 く。 だ が， さ らに

限定 が必 要 とな る。 実 践 理 性 が 働 くた め に は， そ の際 に な され る規 範 的 思

慮 が一 定 の 実 践 的 合 理 性 の 原 理principle of practical rationalityに 従 っ

て な され て い な けれ ば な らな い。 実 践 的 合 理 性 の原 理 と は， ど の よ うな 行

為 が 合 理 的 で あ るの か(あ る い は不 合 理 で あ る のか)を 示 す 原 理 で あ る。

英 会 話 の 例 で こ の こ と を 見 て お こ う。 上 で 述 べ た よ うに， 論 証(1)～

(3)は ， 特 定 の 目的 へ の手 段 とな る行 為 に 関 す る論 証 で あ る。(1)で は

目的 が特 定 され，(2)で はそ の 目的 を 実 現 す る た めの 手 段 と な る行 為 が

示 され， これ ら二 つ の 前 提 か ら， 手 段 と して 特 定 され た行 為 を 行 うべ きだ

と い う結 論(3)が 導 き 出 さ れ て い る。 した が っ て， 結 論(3)の 中 の

「べ き」 は， 「手 段 と して行 うべ き」 と い う意 味 を もっ 。 この よ うな 規 範 的

論 証 を 「道 具 的 論 証instrumental argument」 と名 付 け， この よ うな 論

証 を命 題 内容 と して 持 つ 規範 的 思 慮 を 厂道 具 的 思 慮instrumental deliber-

ation」 と呼 ぼ う。 さ て， 道 具 的 論 証 が 妥 当 だ とす れ ば， そ の 妥 当 性 は

「あ る人 がEを 目的 と して い るな らば， そ して ， 行 為AがEの 実 現 に ど う

して も必 要 な手 段 で あ るか， あ る い は，Eの 実現 に(必 ず しも必 要 で な い

が)役 立 っ の で あ れ ば， そ の 人 はAを 行 うべ きで あ る」 とい う原 理 に よ っ

て 保 証 さ れ て い る と考 え る こ とが で き る。 この 原 理 で 問 題 と な っ て い る

「べ き」 は 「合 理 的 で あ る」 とい う言 葉 で 置 き換 え る こ とが で き るよ うな

「べ き」 で あ る。 つ ま り， この 原 理 の 「そ の人 はAを 行 うべ きで あ る」 と

い う部 分 は 「そ の人 がAを 行 うの は合 理 的 で あ る」 と言 い 換 え る こ とが で

き る。 さ て， この原 理 で 問 題 とな って い る合 理 性 を 「道 具 的合 理 性instru一
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mental rationality」 と名 付 け， さ らに ， この原 理 を 「道 具 的 合理 性 の 原

理principle of instrumental rationality」 と呼 ぼ う。 道 具 的 合 理 性 は実

践 的 合 理 性 の一 っ で あ り，(11)道具 的 合 理 性 の 原 理 は道 具 的 合 理 性 を表 現

した 原理 で あ る。論 証(1)～(3)は 道 具 的 合理 性 の 原理 よ って導 か れ

て お り， 結論(3)の 「べ き」 は， 目的 一手 段 の観 点 か ら見 て 合理 的 で あ

る こ と， 言 い換 え れ ば， 道 具 的 に合 理 的 で あ る こ とを意 味 す る。(12)っ ま

り， ラ ジ オの 英 会 話 番 組 を 聞 くよ う に私 を導 いた思 慮 は， 道 具 的 合 理性 の

原 理 と い う実 践 的 合 理 性 の原 理 に従 って な され て い る こ と にな る。 実 践 理

性 が 働 く際 に な され る思 慮 は， こ の思 慮 の よ う に， 実 践 的 合理 性 の 原理 に

従 って な され た思 慮 で な けれ ば な らな い。

 以 上 の こ と に関 して 補 足 して お き た い こ とが あ る。 実 践 的 合理 性 の 原 理

に関 して は二 つ の大 き な問 題 が あ る。 第 一 の問 題 は， 何 らか の 実 践 的 合 理

性 の原 理 が 果 た して 成 立 す るか と い う問 題 で あ る。 た とえ ば ， ヒ ュ ー ム は

いか な る実 践 的 合 理 性 の原 理 を も否 定 し て い る と 解 釈 す る こ と が で き

る。(13)し た が って ， 何 らか の 実 践 的 合 理 性 の 原 理 が 成 立 す る こ とを肯 定

す る た あ に は， 少 な くと も この よ うな ヒュ ー ム解 釈 に基 づ く実 践 的 合 理 性

否 定 論 を論 駁 す る必 要 が あ る。 だ が， こ こで は何 らか の実 践 的 合 理 性 の原

理 が成 立 す る こ とを前 提 に して話 を進 め て い き た い。

 第 二 の 問題 は， 実 践 的合 理 性 の原 理 が成 立 す る と して も， そ れ は道 具 的

合 理 性 の原 理 に限 られ る の か， そ れ と も， そ れ以 外 の実 践 的 合 理 性 の原 理

も成 立 す る の か とい う問題 で あ る。 ネ イ ゲ ル， コー ス ガ ー ド， ハ ンプ トン

な ど の カ ン ト主 義 者 は， 道 具 的合 理 性 の原 理 とは異 な る実 践 的 合 理 性 の原

理 も成 立 す る と主 張 して い る(Nagel 1970， Korsgaard1997 and Ham-

ptonl998)。 ま た， ミー ル な どの合 理 的 ヒ ュー ム主 義 者 も， 実 践 的 合 理 性

の原 理 を道 具 的合 理 性 だ け に 限 って は い な い (Mele 1989)。 本 稿 で は，

少 な く と も道 具 的合 理 性 の原 理 は成 立 す る とい う こ とを前 提 に し， そ うす

る こ とで， この 問題 に対 す る特 定 の立 場 に コ ミッ トす る こ とな く話 を進 め

て い きた い。
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 ここで話をもとに戻そう。英会話の例を使いなが ら説明 したように，実

践理性が働 く際になされる思慮 は，実践的合理性の原理に従 った規範的思

慮でなければならない。 これがこの節で確認 したことである。

                2

 前節では，英会話の例 という道具的動機付けの例を使って，実践理性が

働 く際になされる思慮の一般的な特徴を示 した。この節では，話を道具的

動機付けに絞って，そこでなされる思慮，つまり，道具的思慮をさらに細

か く見ていきたい。

 すでに指摘 したことだが，道具的思慮の命題内容を構成するのは道具的

論証である。道具的論証は， 目的を特定する前提，その目的への手段とな

る行為を示す前提， さらに，手段 となる行為を要請する結論という三っの

要素からなり，結論は前提 となる二つの命題か ら導き出される。道具的思

慮は，これらの三つの要素それぞれを命題内容 として持っ三っの信念に

よって構成 され，前提を命題内容 として持つ二つの信念に基づいて，結論

を命題内容として持っ信念が生み出されている。

 以上のことを英会話の例を使 って言えば，以下のようになる。既に述べ

たように，次の論証が， ラジオの英会話番組を聞 くように私を導いた思慮

の命題内容である。

(1) 私が英会話を身に付けることは望ましい。

(2) ラジオの英会話番組を聞けば，英会話を身に付けることができる。

(3) したがって，私はラジオの英会話番組を聞 くべきだ。

(1)で 目的 が 特 定 され ，(2)で そ の手 段 が示 され，(3)で 手 段 とな る

行 為 が要 請 され て お り，(1)と(2)か ら(3)が 導 き出 され て い る。

ラ ジオ の英 会 話 番 組 を 聞 くよ うに私 を導 い た 思 慮 は，(1)，(2)，(3)

を そ れ ぞ れ 命題 内容 と して持 つ信 念 に よ って 構 成 され て お り， (1) と



 36

(2)を 命題内容 として持っ二っの信念に基づいて，(3)を 命題内容とし

て持つ信念が生み出されている。

 さて， ここでは(1)，(2)，(3)を 順に細か く見ていきなが ら，道具

的思慮の特徴を浮き彫りに していきたい。

 まず，(1)か ら始めたい。繰 り返 しになるが，(1)で は 「私が英会話

を身に付けること」が目的として特定されている。さて，我々がある事柄

を自分の目的とみな している場合に，その事柄は，我々には 「良い」，「望

ま しい」，「実現されるべき」 といったプラスの価値を持っ ものとして見え

ている。英会話の例では，私は英会話を身に付けることを目的とみな して

いるので，英会話を身に付けることが私にはプラスの価値を持っものとし

て見えている。 このことが，(1)の 「望ましい」 という言葉で表されて

いる。英会話の例では， このことを表すために 「望ましい」という言葉よ

りは，それより強い意味を持っ 「べき」という言葉を使った方が適切なの

かもしれない。 とすれば，(1)は 「私が英会話を身に付けるという事態

は実現 されるべきだ」ということになる。「望ましい」を使 うのが適切か，

それとも 「べき」を使うのが適切か，あるいは他の規範語を使 う方がよい

のかは， 目的となる事柄の実現が行為者にとってどのくらい必要なのかと

いったことなどに左右されであろう。 あるいはもっと直接的に，(1)を

「私が英会話 を身に付けることは私の目的である」 という文で表 した方が

よいのかもしれない。ただ，その場合には，す ぐ後で示すように，この文

の 「目的」という言葉は 「目指すべきもの」という規範的な意味で使われ

ていなければならない。 このように，目的として特定された ものは，行為

者にとってはプラスの価値を持つものとして現れてきて，その結果，行為

者はその目的に対するプラスの評価を命題内容とする信念を持っようにな

る。 このような規範的信念normative beliefが ， 道具的思慮の起点とな

る。

 以上の見解に対 して，目的Eが 欲求によって与え られたときには，道具

的思慮の起点 となる信念は， 「Eが 望ましい」 とか 「Eを 目指すべきだ」



                       道具的実践理性 37

という規範的信念ではなく，「Eを得たい」 とか 「Eを実現 したい」 とい

う欲求に関する事実にっいての信念ではないか，という反論が出されるか

もしれない。この反論に従えば，私が英会話を身に付けたいという欲求を

持 っていて，そのために英会話を身に付けることが私の目的となった場合

には，私の思慮の命題内容は次のようになる。

(la)

(2)

(3)

私は英会話を身に付けたい。

ラジオの英会話番組を聞けば，英会話を身に付けることができる。

したがって，私はラジオの英会話番組を聞 くべきだ。

 この反論には次のように応えることができる。たとえ英会話を身に付け

ることへの私の欲求が目的を供給 したとしても，私がなした思慮の命題内

容を論証(la)～(3)で あると考えるのはおか しい。 そう考えるのは

ちょうど，「pな らばq」 という信念 と 「p」 という信念を持ち，論理規

則に従 って， 「q」 という信念を持つに至ったときに， この理論的思慮の

命題内容は，

)a

)

)

i

五

…皿

(

(

(

私 は 「pな らばq」 と い う信 念 を持 っ て い る。

P

した が って，q

という論証であると考えるのと似ている。 この場合に(ia)の 位置に置

かれるべき命題は， 「私は 『pな らばq』 という信念を持 っている」 では

なく，「pな らばq」 である。「pな らばq」 という信念は， この理論的思

慮を行 っている時に私が持 っている心的状態であり，そのような心的状態

を私が持 っているという事実が，その思慮の命題内容 となる論証に(前 提

の一つとして)登 場することはない。そこに登場するのは，あ くまでその

信念の内容 となる命題である。それと同様に，英会話を身に付けたいとい
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う欲求は，思慮(1)～(3)を 行 っている時に私が持 っている心的状態

であり，そのような心的状態を私が持 っているという事実が，その思慮の

命題内容 となる論証に(目 的を特定する前提 として)登 場することはない。

そこに登場するのは， あくまで，(1)の ように， 目的を特定する規範的

命題normative propositionで ある。 したがって， 目的が欲求によって

供給された時でも，思慮の起点となる信念は，目的とされた事柄に関する

規範的信念であって，思慮主体がその欲求を持 っているという事実に関す

る信念ではない。(14)

 これとの関連で，(1)に 「私が英会話を身に付けることは私の目的で

ある」 という命題が置かれる場合を考えておこう。「Eは私の目的である」

という文は， 二つの異なる意味に取れる。 第一に， 「私はEの 実現を目指

すべきである」 という意味に取れる。 第二に， 「私はEを 第一の意味での

目的として定めている」という意味にも取れる。第一の意味は規範的であ

り，第二の意味は私に関する事実を表 している。 さて， ちょうど(1a)

が(1)の 代わりに置かれるのがおかしいように，第二の意味での 「私が

英会話を身に付けることは私の目的である」 という命題が(1)の 位置に

置かれるのはおかしい。 というのは，英会話を身に付けることを私が第一

の意味での目的としているということは，この場合には，思慮(1)～

(3)を 行 っている時に私が持っている心的状態であり， そのような心的

状態を私が持 っているという事実が，その思慮の命題内容となる論証に

(目的を特定する前提として)登 場することはないか らである。 したがっ

て，(1)に 「私が英会話を身に付けることは私の目的である」 という命

題が置かれる場合には，それは第一の意味を持っ ものとして解釈されなけ

ればならない。

 次に，(2)を 見てみよう。既に述べたように，(2)は 手段を特定 して

いる。道具的論証には手段を特定する前提が必要であり， したがって，手

段に関する信念は道具的思慮の構成要素として欠かせない。手段には大 き

く分けて二っの種類がある。一っは 「因果的手段causal means」 と呼ば
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れる手段である。ある行為Aの 因果的な結果 として目的Eが 達成 されれば，

AはEの 因果的手段となる。たとえば， ジュースの自動販売機にお金を入

れるという行為は，因果連鎖を通 してジュースの獲得 という結果を生み出

す。だか ら，自動販売機への金銭投入 という行為 は， ジs一 ス獲得 という

目的の因果的手段になる。 もう一っは 「構成的手段constitutive means」

と呼ばれている手段である。ある行為が一般的事柄の事例instanceと な

る場合に，その行為はその一般的な事柄の構成的手段となる。たとえば，

私がどこか高い山に登るという目的を持 っていて，それを実現するために

富士登山に出かけたとしよう。 この場合に，私の富士登山は，高い山に登

るという一般的な事柄を因果的に生み出しているわけではなく，その事柄

の一例となっている。いわば私の富士登山は，高い山に登るということの

個別的な具現化である。 この場合には，私の富士登山は高い山に登 るとい

う目的の構成的手段 となる。道具的思慮において問題になる 「手段」は，

これら二種類の手段の両方を含む。(15)

 最後に(3)を 見ておこう。 すでに述べたように，(3)で は手段とな

る行為が要請されている。(3)の 中の 「べき」はこの要請を表 している。

そして，(3)は(1)と(2)か ら道具的合理性の原理に従って導き出

されており，かつ，道具的合理性の原理は実践的合理性の原理なので，こ

の要請は合理性に基づく要請である。だか ら，(3)で 使われている 「べ

き」は， ラジオの英会話番組を聞 くことが合理性に基づいて要請されてい

ることを表 している。このように，道具的思慮は最終的に，道具的合理性

に基づく行為の要請を命題内容とする信念を生み出す。

3

 この節では，実践理性の働きは，あ くまで動機付けを生み出すことにあ

るということを明確にしておきたい。

本稿の冒頭でも述べたが，我々が思慮に基づいて一定の信念に導かれる

のは，理論理性の働きによる。たとえば，次のような論証を命題内容とし
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て持つ理論的思慮を考えてみよう。

(i) Pな らばq

(u) p

(丗) した が って ，q

論証(i)～(丗)は 論理的な規則に従 っている。そ して，この論証を命

題内容とする理論的思慮は，それぞれ(i)，(i)，(iii)を 命題内容とし

て持つ三つの信念によって構成 されている。(こ れ らの信念をそれぞれ

「信念(i)」 ，「信念(ll)」 ，「信念(丗)」 と呼ぼう。)そ して，信念(i)

と信念(ll)か ら，信念(丗)が 生 み出 されて いる。 この場 合，信 念

(血)が 生み出されるのは理論理性の働きによる。 このように， 理論理性

は，我々が思慮に基づいて一定の信念を獲得する時に，その信念を生み出

す働きをする。このことは，その信念が規範的信念の場合でも変わらない。

英会話の例において私は規範的信念(3)を 獲得 したが，これも理論理性

の働きによる。

 一方，実践理性は，我々が思慮に基づいて一定の行為へと動機付けられ

る時に，その動機付けを生み出す働きをする。 ラジオの英会話番組を聞 く

ように私が動機付けられた時に，理性が働いてその動機付けが生まれたと

すれば，それは理論理性ではなく実践理性である。

 理論理性 と実践理性は，以上のような違いがあるから，道具的動機付け

のプロセスにおいても異なる働 きをする。私がラジオの英会話番組を聞く

ように動機付けられた時，規範的思慮(1)～(3)を 行 ったが，す ぐ上

で述べたように， これは理論理性の働 きによる。私 は理論理性の働 きに

よって 「私はラジオの英会話番組を聞くべきだ」 という信念に至ったので

ある。実践理性が働 くとすれば，それは'「私はラジオの英会話番組を聞く

べきだ」 という信念を獲得 した後に，私がラジオの英会話番組を聞くよう

に動機付けられる段階においてである。実践理性は，あくまで行為への動



                        道具的実践理性 41

機付けを生み出す働きをするのである。

 理論理性 と実践理性の働 きを以上のように区別すると，道具的動機付け

における一種の意志の弱さweakness of willを うまく説明 ことができる。

たとえば，私が規範的思慮(1)～(3)を 行い，その結果 「私はラジオ

の英会話番組を聞 くべきだ」 と思 うに至 ったにもかかわらず， ラジオの英

会話番組を聞こうという気がまったく起 きなかったとしよう。私はラジオ

の英会話番組を聞 くことは不可能だと考えているわけではない し，また，

英会話を身に付けるために他のこと，たとえば，英会話学校に通 うといっ

たことをしようと思っているのでもない。また， ラジオの英会話番組を聞

くこととは相容れない強い信念，たとえば， ラジオを聞 くことは道徳的に

悪であるといった信念を私が持っていて，それがラジオの英会話番組を聞

こうとする気をはじめか ら封 じ込めているわけでもない。それでも，私は

まったくラジオの英会話番組を聞こうという気にならない。 このようなこ

とは，たとえば，極度の無気力や鬱状態に陥 った時に起 こり得 ることであ

る。さて，この例で示されているような状況は，私の実践理性がうまく働

かなかったと考えるとうまく説明することができる。っまり，理論理性の

方はうまく機能 したたあに，私は適切に思慮を行 うことができ，その結果

「私はラジオの英会話番組を聞 くべきだ」 という信念を獲得 したが， 実践

理性の方がうまく機能 しなかったので， ラジオの英会話番組を聞くことへ

の動機付けが生 じなかったのである。

 私は以上のように，道具的動機付け(あ るいは， もっと広 く思慮に基づ

く動機付け一般)に おいては，理論理性と実践理性の分業が成 り立 ってい

ると考える。前者はもっぱ ら信念の産出にかかわり，後者はもっぱら動機

付けの産出にかかわる。

4

 第3節 で述べたように，実践理性は，規範的思慮が行われた後の段階で

行為の動機付 けを生み出す役割を果たす。ただ，実践理性が働 くためには，
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その動機付けが規範的思慮に基づいていなければならない。では，どのよ

うな時に，行為の動機付 けは規範的思慮に基づいていると言えるのであろ

うか。 この節では， この問いに答えることを通 じて，動機付けが規範的思

慮に基づくとはどういうことなのかを明 らかにし，実践理性の輪郭をさら

に鮮明にしたい。

 まず，特定の行為の動機付 けが特定の規範的思慮に基づいていると言え

るのはどのような時なのか考えてみよう。私は次の四っの条件すべてが満

たされている時だと考える。(i)そ の規範的思慮の命題内容となってい

る論証が，行為者の目から見て，その行為を正当化する論証になっていな

ければならない。(11)そ の論証の結論が， 規範的なものとして迫ってく

るように行為者に感 じられなければならない。(血)さ らに， その結論が

規範的なものとして行為者 に感 じられることが，その論証の行為者による

理解によるのでなければならない。(iv)そ の規範的思慮を行 ったことが，

その動機付けが生 じた要因の一っになっていなければならない。

 では， これ ら四つの条件を もう少 し詳 しく説明 しよ う。まず，条件

(i)か ら始める。 第1節 で述べたように， 規範的思慮の命題内容となっ

ている論証 は，ある行為の正 しさ，当為性，良さ，望ましさなどに関する

結論を導 き出す。っまり，その論証 は，その行為を正当化 していると考え

ることができる。ただ， この場合の正当化は，あ くまで，行為者の目から

見た正当化である。 したがって，他の視点から見た場合にも，その正当化

が成功 しているとみなされるとは限らない。第2節 で示 した論証(1)～

(3)は ， 私の目か ら見れば， 私がラジオの英会話番組を聞 くことを正当

化 している。 しか し， もしラジオの英会話番組を聞いても実際には英会話

が身に付 かない とすれば， この ことを知 っている人 は，論証(1)～

(3)が 私の行為を正当化 しているとは思わないであろう。

 さて，特定の行為の動機付 けが特定の規範的思慮に基づいていると言え

るためには，その規範的思慮の命題内容となっている論証によって，その

行為が(今 述べた意味で)正 当化 されていなければならない。次のような
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例を考えてみよう。 私は英会話を身に付けたいと思 って， 規範的思慮

(1)～(3)を め ぐらせているうちに， それがきっかけとなってある英

会話学校の校舎を思い浮かべ，さらに，その横にある蕎麦屋の蕎麦の味を

思 いだ した。その結果，急に蕎麦が食べたくなって，蕎麦を食べ た。(16)

この例では，私は確かに規範的思慮を行 っている。 しか し，私の行為の動

機付け(蕎 麦を食べようと思 ったこと)は ，その規範的思慮に基づいてい

ない。 というのは，私の行為(蕎 麦を食べること)は ，(そ の規範的思慮

の命題内容である)論 証(1)～(3)に よって正当化されていないから

である。論証(1)～(3)に よって正当化されているのは，私がラジオ

の英会話番組を聞 くことであって，蕎麦を食べることではない。っまり，

私の行為の動機付けは条件(i)を 満たしていない。 したが って， この例

における動機付けは，規範的思慮(1)～(3)に 基づいてはいない。

 次に条件(--)を 説明 しよう。特定の行為の動機付けが特定の規範的思

慮に基づいていると言えるたあには，その行為がその規範的思慮の命題内

容 となっている論証によって正当化されているだけでは足 りない。それに

加えて，その論証の結論が規範的なものとして迫 ってくるように行為者に

感 じられなければならない。第1節 で述べたように，規範的思慮の命題内

容 となっている論証の結論は，行為の正 しさ，当為性，良さ，望ましさな

どに関する命題である。 この命題が規範的なものとして感 じられるという

ことは，言い換えれば， この命題において正 しい，行 うべき，良い，望ま
                                                     

しいなどと判断されている行為が，行為者から見ると，命令あるいは指令

として感 じられるということである。あるいは，その行為の正 しさ，当為
                        

性 ， 良 さ， 望 ま しさ な どが 一 定 の拘 束 力 を も って迫 って くる よ うに感 じ ら

れ る と い う こ とで あ る。 もち ろ ん， どの 程 度 そ う感 じ られ るか は 状 況 に

よ っ て異 な る。 しか し， ま った くそ う感 じ られ な か っ た と した ら， 条 件

(ti)は 満 た され て いな い こ と にな る。 そ して ， 規 範 的 思 慮 の結 論 が(以

上 の意 味 で)規 範 的 な もの と して行 為 者 に感 じ られ るか ど うか は， 仮 に そ

の行 為 を行 わ な か った と した ら， 「しま っ た」 とか 「間 違 い を犯 した」 と
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い う言 葉 で表 せ る よ うな一 種 の後 悔 の念 を行 為 者 が持 っ か ど うか に よ って

識 別 で き る。

 以 上 の こ と は， 次 の よ うな例 を 考 え る と 理 解 し易 く な る か も し れ な

い。(17)一定 の信 念 を 持 っ と必 ず 一 定 の行 為 を行 い た くな る とい う性 向dis-

positionを ， 催 眠 術 を使 っ て， 人 に植 え 付 け る こ とが 可 能 で あ る と し よ

う。(18)た と え ば， 誰 か と話 して い る時 に 「この 人 は左 利 きだ 」 と い う信

念 を持 っ と必 ず そ の人 を抱 き しあ た くな る とい った性 向 を， 催 眠術 に よ っ

て， 人 に持 た せ る こ とが で き る と しよ う。 とす れ ば ， 同 じよ う に， 「Aを

行 うべ きだ」 とい う信 念 を持 っ と必 ずAを 行 い た くな る とい う性 向 を， 催

眠術 に よ って， 人 に持 た せ る こ と もで き るで あ ろ う。 さて， 私 は この催 眠

術 に か け られ て， 「Aを 行 うべ き だ」 とい う信 念 を持 っ と必 ずAを 行 い た

くな る とい う性 向 を身 に付 け た と しよ う。 す る と， 私 は規 範 的思 慮(1)

～(3)を 通 じて 「ラ ジオ の英 会 話 番 組 を 聞 くべ きだ」 とい う信 念 を持 て

ば， この性 向 の お か げ で， ラ ジオ の英 会 話 番 組 を 聞 くよ うに動 機 付 け られ

るで あ ろ う。 この場 合 ， 条 件(i)は 満 た さ れ て い る。 だ が， この動 機 付

け は， 規 範 的思 慮(1)～(3)に 基 づ い て は い な い。 とい うの は， この

よ うな設 定 に お い て は， 「ラ ジ オ の英 会 話 番 組 を聞 くべ き だ」 とい う結 論

が， 規 範 的 な もの と して私 に感 じ られ る こ とは な い と思 わ れ るか らで あ る。

そ の証 拠 に， 「ラ ジ オの 英 会 話 番 組 を聞 くべ きだ 」 とい う信 念 を持 ち な が

ら， 何 か の 原 因 で 私 が ラ ジオ の 英 会 話 番 組 を 聞 こ う と い う気 を起 こ さ な

か った と して も， 私 は お そ ら く 「しま った」 と い う後 悔 の念 は持 た な い で

あ ろ う。 そ れ は ち ょ う ど， 「この 人 は左 利 きだ 」 と思 う と必 ず そ の人 を抱

き しめ た くな る と い った性 向 を催 眠 術 に よ って持 た さ れ て い る場 合 に， 何

か の原 因 で そ の性 向 ど お りに行 為 しな か った と して も， 「しま っ た」 と後

悔 しな い の と同 じで あ る。

 次 に条 件(皿)を 説 明 しよ う。 そ の た め に， 今 述 べ た例 を さ らに複 雑 に

して み よ う。 私 は催 眠術 に よ って， 「Aを 行 うべ きだ 」 とい う信 念 を持 っ

と必 ずAを 行 い た くな る と い う性 向 と， さ らに， そ の信 念 を持 っ と 「Aを
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行 うべきだ」 ということが規範的なものとして迫って くるように感 じられ

る性向をも植え付けらえたとしよう。この場合，これらの性向のおかげで，

思慮(1)～(3)を 通 じて 「ラジオの英会話番組を聞 くべきだ」という

信念を獲得すれば，私はラジオの英会話番組を聞 くように動機付けられる

であろうし， さらに，「ラジオの英会話番組を聞 くべきだ」という結論は，

規範的なものとして私に感じられるであろう。したがって，何かの原因で

私がラジオの英会話番組を聞かなかった時には，私は 「しまった」 と後悔

するであろう。 したがって，条件(i)と(ll)は 満たされている。 しか

し，私の動機付けは，規範的思慮(1)～(3)に 基づいてはいない。 と

いうのは，条件(皿)が 満たされていないからである。条件(丗)に よる

と，特定の動機付けが特定の規範的思慮に基づいていると言えるためには，

その思慮の内容 となる論証の結論が行為者に規範的に感 じられることが，

その論証の行為者による理解によるのでなければならない。今述べた例で

は， 「ラジオの英会話番組を聞くべきだ」 という結論が，命令 として迫 っ

てくるように私に感 じられるのは，催眠術によってそう感 じるような性向

を持たされたからであり，私が論証(1)～(3)を 理解 したからではな

い。 た しかに， 「ラジオの英会話番組を聞 くべ きだ」 という信念を獲得 し

たのは，私が論証(1)～(3)を 理解 したからかもしれないが，その信

念の命題内容が私にとって規範的に感じられるのは，私がその論証を理解

したからではない。

 最後に条件(iv)を 説明しよう。特定の行為の動機付けが特定の規範的

思慮に基づいていると言えるたあには，条件(i)，(ii)，(丗)が すべて

満たされた上に，さらに，その思慮が行われたことが，その動機付けが生

ずる要因の一つとなっていなければならない。次の例を考えてみよう。私

は規範的思慮(1)～(3)を 通 じて 「ラジオの英会話番組を聞 くべき

だ」という信念を獲得 した。 この信念の命題内容は私には規範的に感 じら

れ，かっ，それは私が規範的論証(1)～(3)を 理解 したことによる。

私は，その結果，一 ヶ月先に新 しくスター トするラジオの英会話番組を聞
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くことに決めた。 しかし，その英会話番組がスター トするまでに，私 はそ

のラジオの英会話番組を聞 こうと決意 したことはす っか り忘れてしまって

いた。 ところが，そのラジオの英会話番組がスター トする間際になって，

私の同僚の英語教師がその番組の講師に採用されたことを知 り，その同僚

がどのように講師を勤めるか興味が湧き，私はその番組を聞 きたくなった。

この場合，私は規範的思慮(1)～(3)に 基づいてそのラジオの英会話

番組を聞 くように動機付けられたとは言えない。というのは，規範的思慮

(1)～(3)は その動機付けの要因にまったくなっていないからである。

このように，特定の行為の動機付けと特定の規範的思慮 との間に，条件

(i)，(i)，(丗)す べてを満たすような関係が成立 していても，両者が，

この例のように因果的に結びつかないとすれば，両者の間には 「基づ く」

という関係は成立 しない。(19)

 私は，特定の行為の動機付けが特定の規範的思慮に基づいていると言え

るためには，以上の四っの条件がすべて満たされていなければならないと

考える。さらに，それ らの四つの条件が満たされていれば，その動機付け

はその規範的思慮に基づいていると言えるとも思う。さて，繰 り返 し述べ

ているように，実践理性は，我々が思慮に基づいて行為へと動機付けられ

る時に，その動機付けを生み出す働きをする。この実践理性の規定の中で

問題となる(思 慮と動機付けの間の)「基づく」 という関係 は， 今述べた

意味での 「基づ く」という関係である。

 以上，実践理性が存在するとすれば，それはどのようなものであるのか

を，道具的動機付けの場合に限って，説明 してきた。この作業は，冒頭に

も述べたように，実践理性に関する探求の入り口である。実践理性に関 し

て論 じなければならない問題は数多 くあるが，その中でもまず取 り掛か ら

なければな らないのは，ここで描いたような実践理性が果た して存在する

か，という問題であろう。この問題には稿を改めて取 り組んでみたい。
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注

(1)私 は 「動機付 けるmotivate」 とい う言葉 を 「欲 求を持たせ る」 とい う意味

 で使 う。 この用 法に従 えば， 「ある人Pを 行為Aへ と動機付 ける」 とい うこと

 は 「PにAへ の欲求 を持 たせ る」 とい うことを意味 し， また， 「あ る人Pが あ

 る行為Aへ と動機付 け られる」 とい うことは 「PがAへ の欲求 を持っよ うにな

 る」 ということを意味す る。 また， 「動機付 けを生 み出す」 という言葉 は 「動

 機付 け られている状態 を生 み出す」 とい うことの約めた言 い方であ り，動機付

 け られて いる状態 とは， 以上 の 「動機付 け」 の定義 に よれば， 「欲求 を持 って

 いる状態」 を意味す るか ら， 「動機付 けを生 み出す」 とい うことは 「欲求 を生

 み 出す」 とい うことを意味す る ことにな る。

  ここで の 「欲求」 は，枯渇感 のよ うな特定 の感 覚を伴 う欲求 だけを意味す る

 わ けで はない。 たとえ ば，将来医者 にな りたい とい う気持 ちや世 の中が平和 で

 あ ってほ しいという願 いは，ふっ う特定 の感覚 を伴 わないが， ここでは欲求 と

 して数 える。 また， 「…… したい」 という語 より も 「…… しようと思 う」 とい

 う語 で表す方が適切で あるよ うな心的状態 も， ここでは欲求 として扱 う。思慮

 に基づ いて生 まれ るような欲求，つ ま り， トマス ・ネイゲルが 「動機付 け られ

 た欲求motivated desire」 と呼んだ ような欲求(Nagel l970：Cahp.5)は ，

 この種の欲求であ る場合が多 い。歯医者 は嫌 いなのだが，歯痛 を治 すためには

 歯医者 に行 くのが一番 だ と考 えて仕方 な く歯 医者 に行 こうと思 う時，ふっ う

 我々 はこの気持 ちを 「歯医者 に行 きたい」 とい う文 では表 さないが， この種 の

 気持 ちもここで は欲求の一種だ と考え る。

  以上述べた ことか ら明 らか なように，人 が行為Aへ と動機付 け られているか

 らと言 って，その人がAを 実際 に行 うとは限 らない。Aへ の動機付 けは， Aの

 実行 に至 らな くて も，Aへ の欲求を持てば完了す るのである。

② ここで 「少な くとも部分的 には」 という断 り書 きを入 れたのは，す ぐ下 で述

 べ るように，実践理性 はそれだ けで動機付 けを生 み出す ことができるか， それ

 とも，欲求の助 けを借 りなければ動機付 けを生 み出す ことができないのか， と

 い うことが問題 とな るか らであ る。

(3)ノ ーマ ン ・ダール， ク リスティン ・コースガー ド， あるいはジー ン ・ハ ンプ

 トンな どはこの ような ヒューム解釈を提出 している。 ここでは ヒューム解釈 を

 あ ぐる細 かい議論 には立 ち入 らな いが， これ らの論 者 の解 釈 を参 考 に して，

 ヒュームが実践理性の存在を否定 して いるとい う解釈 の論拠 とな り得 る事柄 を

 い くつか挙 げてお こう。① ヒュームは，理性 は 「観念間 の抽象的 な諸関係」 や

 経験的な 「対象 の諸関係」 を発見す るだ けで ある と述 べ(Hume 1978：413)，
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 理性 の働 きを認識的 な働 きだけに限 っている。 だか ら理性 は，行為 の動機付 け

 においては，情念 の対象 の存在 とその因果 的な手段 を我 々に知 らせ るとい う認

 識的 な役割 だけを担 うと主張 する(Hume 1978：459)。 したが って，行為 の動

 機付 けの源 泉 はも っぱ ら情念 に存 し，理性 は行為 を生み 出す ことに関 して は

 「無力inert」 であ り， 「いかなる行為 や感情 も妨 げた り生 み出 した りす る こと

 はできない」 と結論す る(Hume 1978：457)。 この ヒュームの議論 は， ダ ール，

 コースガー ド， ハ ンプ トンとも示唆 しているよ うに， ヒュームが実践理性 を否

 定 している ことを示 している(Dahl 1984：Chap.1， Korsgaardl986 and Hamp-

 ton1995；1998：Chap.4)。 ② コースガー ドやハ ンプ トンが指摘 しているよ うに

 (Korsgaard 1997 and Hamp-ton1995；1998：Chap.4)， ヒュームの理論 は， い

 かなる行為 も理性 に反す る ことはない とい う結論 を含意 して いる。 いかなる行

 為 も理性 に反 する ことがない とすれば，行為 に関 して合理的 かど うか問 うこと

 は無意味 になる。 したが って， ヒュームの理論 を前提 にすると，実践的合理性

 の原理 が存在す る余地 がな くなる。(実 践 的合理性の原理 について は第1節 で

 説明す る。)さ て， 第1節 で述 べ るよ うに， 実践理性 は， 実践的合理性 の原理

 に従 った思慮が なされ る時 にだけ機能 す る。 したが って，実践的合理性 の原理

 の否 定 は，実践 理性 の存 在 の否定 を意 味す る。③ ヒューム は，事実 に関す る

 誤 った信念 によ ってあ る欲求 を持 った場 合(た とえば，実際 には目的 の手段 と

 はな らない行為 を手 段 にな ると思 って しま った ために， その行為 への欲求 を

 持 った場合)， その信念 が誤 りだ とい うことが分 かれば， 必 ずその欲求 はす ぐ

 に消滅す る と述 べてい る(Hume l978：416-417)。 ダールが指摘 してい るよ う

 に(Dahl 1984：chap.1)， この ことはヒ3 ムが実 践理性 の存在 を否定 してい

 る ことを裏付 けている。 とい うのは， その行為 への欲求 が生 まれる時 に， 目的

 への欲求 と手段 に関す る信念 の他 に実践理性 も働 いている とす れば，信念 が誤

 りだ と分 か って も，実践理性 が誤作動 してその行為 への欲求 が消 えないこと も

 あ り得 るか らであ る。

  以上 の ヒューム解釈 が正 しいか どうかは検討 の余地 があろ う。 ただ， これ ら

 の ヒューム解釈 に基 づいて実践理性 の存在 の否定論 を組 み立 てる ことができる

 こと， そ して，実践理性 の存在 を肯 定す るには，少 な くともそのよ うな否定論

 を論駁 しなければな らない ことは確 かであ る。

(4)本 稿で欲求 を問題 にする時 には， 断 りがある場合 を除 いて，実践理性 が働 く

 前 に行為者 があ らか じめ持 ってい る欲求 を念頭 に置いている。 ここでは， この

 ことを括弧 に入 れて明示 したが，以後 は便宜上， そのよ うに明示 する ことな く

 単 に 「欲求」 とだけ書 く。
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{5)ネ イゲルは，未来の 自分が持 っ行 為の理由を認識 した時や，他人が持っ行為

 の理由を認 識 した時 に，それ らの認識 は， 欲求の助 けな しに，我 々を プル ーデ

 ン トな行為 や利 他的な行為 へ と動機付 け ることがで きると主張す る。 この主張

 は， 欲求の助 けを借 りない実践理 性の存在を肯定 して いると思 われ る(Nagel

 1970)。 コースガー ドも， 我 々は合理的 である限 り， 合理的 な思慮だ けに基づ

 いて， っ まり欲求 の力を借 りないで， 合理的な行為へ と動機付 け られ る可能性

 があ ることを力説 してい る(Korsgaard 1986)。 この ことか ら， コースガー ド

 も欲求 の助 けを借 りない実践理 性の存 在を擁護 して いると解釈で きる。 また，

 ハ ンプ トンも， 実践的合理性 の原理の 「権威authority」 あ るいは， その原理

 に基づいて導出 され る行為の理由の権威が，欲求の助 けを借 りず に，我 々を合

 理的な行為 へ と動機付 け る力を持 っているという議論 を展開 している。(Hamp-

 tonl998：chap.4)。 この議論 も，欲 求の助 けを借 りな い実践理性の存在を支持

 して いると思われ る。

(6)ミ ール は， 「正当化の推論justificatory reasoning」(本 稿の言葉を使えば，

 規範的思慮normative deliberation)は 行為への動機を生み出す能力を持っ

 と主張す る (Mele 1989)。(規 範的思慮 に関 して は第1節 を参照。)こ の こと

 は，彼が実践理性の存 在を肯定 してい ることを示 して いる。 さ らに彼 は，その

 能 力は行為者 の欲 求に依存 してい るとい う見解 を取 る。 この ように， ミール は，

 実践理性 の存在 を認 めなが ら，実践理性 が働 くために は欲求が必要にな るとい

 う立場 に立 っわけだが， このよ うな立場 を私 は 「合 理的 ヒューム主 義」 と名付

 け る。

  「合理性 ヒューム主義」 とい う名前 は 「ヒュー ム」 とい う語を含んでい るが，

 実 践 理性 をめ ぐる第一 の問題 を挙 げ た際 に示 した ヒュ ー ム解 釈(つ ま り，

 ヒュームはいかな る種類 の実践理性 の存在 も否定 してい るという解釈)が 正 し

 ければ， ヒューム 自身 は合理 的 ヒューム主義者 で はない ことにな る。 この立 場

 を 「ヒューム主 義」 と呼ぶのは， この立場 が， ヒs一 ムと同 じ く，いかな る行

 為 の動機付 けに も欲求 が必要 とな ると主張 す るか らであ って，実践理性の有無

 に関 して ヒューム と同 じ見解 を取 るか らではない。

  実践理性 の働 きには欲求 が必要 であ るとい う合理的 ヒューム主義の主張を支

 持 す る論拠 の候補 としては，以下 のよ うな事柄 を挙 げ ることがで きる。①実践

 理性 は思慮 に基 づいて我 々を一定 の行為 へ と動機付 け る働 きをす るわ けだが，

 実践理性 だけでは動機付 け る力 が足 りないので，動機付 けの力を補給す るため

 に欲求 の協 力が必要 にな る。 ダールは この論拠 の可能性 を(ダ ール 自身 は賛同

 していないが)示 唆 してい る(Dahl l984：Chap.1)。 ②実践理性の働 きだ け
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 で行為 の動機付 けを説明 しきるには困難が あるので，欲求 の存在 を想定せ ざる

 を得 ない。 ミール は， この論拠 を挙 げて合理 的 ヒュー ム主義 を支持 して いる

 (Mele 1989)。 また， 私 自身 もこの論拠 に基づ く合理 的 ヒューム主義擁護論 を

 他 の所で展開 した(Narita 1999)。 ③実践理性 が働 く際になされる思慮 はどん

 なもので も，欲求か ら供給 され る規範的信念が その起点 になるか ら，実践理性

 が働 くたあには必ず欲求が必要 となる。R.・ ジェイ ・ウ ォレスはこの論拠 の可

 能性を(ウ ォレス自身は必 ず しも支持 して いな いが)示 唆 している(Wallace

 1990：119-120)。 ④ そもそも行為へ と動機付 け られ ているとい うことは， その

 行為へ の欲求 を持っ ということに他 な らない。つ まり， いかなる動機付 け もそ

 れ 自体 アプ リオ リに欲求を含 まざるを得 ない。 これ はマイケル ・ス ミスの主張

 だが (Smith 1987)， この主張が正 しければ， 実践理性 による動機付 けには

 (それが動機付 けであ る限 り)必 ず欲求が必要 であることになる。

(7)「 実践理性 は……動機付 けを生 み出す働 きをす る」 と書 いたが， これ は 「他

 の心的状態や能力 の力を借 りず にそれ だけで動機付 けを生 み出す」 というこ と

 を意味 して はいない。す ぐ上で述べ たよ うに，実践理性が働 くためには必 ず欲

 求の助 けが必要 になるのか も しれ ない し， また，第1節 で説明す るよ うに，実

 践理性が働 くため には思慮が欠かせ ない。 だか ら， 「実践理性 は……動機付 け

 を少 な くと も部分的 に生 み出す働 きをする」 と書 いた方 が正確 なのか もしれな

 いが，本稿 ではこのような意味 を込 めて便宜上 「実践理性 は……動機付 けを生

 み出す働 きをする」 とい う短 い表現 を使 うことにする。

(8)我 々がふっ う行 う思慮 はこのよ うに単純 な ものではない。我 々は， ある目的

 へ の手段 を選ぶ場合 に も， たとえば，様 々な手段 の うちどれが目的達成 にと っ

 て効率的 か， どの手段 を採 れば他 の様 々な目的の達成 を妨 げないです むか， な

 どいったことを考 える。現 に私が ラジオの英会話番組 を聞 こ うと思 った時 に も，

 このよ うなこ とを考慮 した。 だが， ここでは議論 を簡単 にす るため， このよ う

 に単純化 した思慮 をサ ンプルに して話 を進 める。

(9)こ の思慮 の内容 を構成す る(1)，(2)，(3)に 関 しては， さ らに詳 しい説

 明 が第2節 で なされる。

(10)こ のよ うな論証 は 「実践的論証practical argument」 と呼 ばれる ことが多

 い。 しか し， この名前 を使 うと，本稿 で使 われている 「実践」 と 「実践 的」 と

 い う語 の意味 に関 して混乱が生ず る恐 れがある。今 までの叙述 か ら分 かるよ う

 に， 「実践理性」 とい う語の中の 「実践」 とい う語 は 「人 を行為 へ と動機付 け

 る」 とい う意味 で使 われている。 と ころが， ここで問題 に している論証 の特徴

 は，「行 為 や物事 の 正 しさ，当為 性oughtness， 良 さ，望 ま しさ な どに関 す
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 る」 とい うことで あ って， 「人を行 為へ と動機付 ける」 ということで はない。

 だか ら， この論証 を 「実践的」 と呼んで しまうと， 「実践理性」 の 厂実践」 と

 いう語の意味 と混同 して，混乱を招 くか も しれ ない。 これを避 けるために， あ

 えて 厂実践的論証」 とい う語 を使わず に 「規範的論証」 という語 を使 うことに

 した。

  また，英 語圏の倫理学にお いて は， 「正 しい」 や 「べ き」 とい う概念 と 「良

 い」や 「望 ま しい」 という概念 を分 け，前者 を行為 の規範(義 務)を 表す概念，

 後者を物や事態の価値 を表す概念 とみ なす伝統があ る。 この伝統か らすれば，

 ここで問題 とな って いる論証 は，正 しさや 当為性 ばか りで な く，望 ま しさや良

 さを も対象 とす るので， 「規範的 ・価値的論証」 と呼ん だ方が適切 なのか もし

 れ ない。 しか し， ここで は便宜上 「規範的」 とい う言葉 に 「価値的」 という意

 味を も込めて，「規範的論証」 という表現 を使 うことにす る。

  さ らに，本稿 で は，「規範 的」あ るい は 「規 範」 とい う言 葉 を この用法 に

 倣 って使 うことにす る。 たとえば，「規範語」 という言葉 は，「正 しい」や 「べ

 き」 とい う語ばか りでな く， 「良い」 や 「望 ま しい」 という語 を も含む意味で

 使 うことに し， また， 「規範 的命題」 や 「規範 的思 慮」 とい う言葉 も， 正 しさ

 や当為性 に関す る命題 や思慮 ばか りで な く，望 ま しさや良 さに関す る命題や思

 慮 を も含む意味で使 うことにす る。

(11)実 践的合理性 に関す る二番 目の問題 としてす ぐ下 で述 べるよ うに，道具的合

 理的以外 に実践的合理性 があるかど うか は実践的合理性 をめ ぐる大 きな問題 の

 一つで ある。 もし，道具 的合理性以外 に実践 的合理性 はないとすれば， ここで

 「道具的合理性 は実践 的合理性 の一つ」 と書 くよ りも 「道具的合理性 は唯一 の

 実践的合理性」 と書 いた方 が適切 となる。

(12)(3)の 中の 「べ き」 は，「一応 のべきprima facie ought」 を意 味 してい る

 ので あ って， 必 ず し も 「す べ て を考 慮 した末 の べ きall-things-considered

 ought」 を意味す るわけで はない。 つま り， この 「べ き」 は，異 なる目的設定

 に基づ く 「べき」 やプルーデ ンスや道徳 に基づ く 「べ き」 などによ って凌駕 さ

 れるか もしれない， とい う含 みを持つ 「べ き」 である。

(13)注 ② の② で指摘 したよ うに， コースガー ドやハ ンプ トンによれば， ヒューム

 の理論 は， いかな る行為 も理性 に反す ることはないことを含意 して いる(Kor-

 sgaard1997 and Hampton1995；1998：Chap.4)。 いかなる行為 も理性 に反 す

 ることがない とす れば，行為 に関 して合理 的かど うかを問 うことは無意味 にな

 る。 このことは， いかなる実践的合理性 の原理 も否定 することを意味 する。

(⑳ 以上 の反論 な らびに， それに対 する私 の回答 は， 成 田1998な らびにNarita
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 1999：Chap.1で 詳 し く展 開 した。

  ま た， 目的 が 欲 求 に よ って 供 給 され た時 に， 道 具 的 思 慮 の起 点 と な る規 範 的

 信 念 は ど こか ら生 ず る のか と い う疑 問 が 生 ず るか も しれ な い。 こ の疑 問 に対 し

 て私 は次 の よ うに答 え る。 欲 求 に は 「そ の命 題 内 容 に一 致 す る よ うに現 実 の世

 界 が変 化 す べ き だ」 と い う主 旨 の信 念 が 伴 う。 この 信 念 が 当 の規 範 的 信 念 と な

 る ので あ る。 この 点 に関 して も， 成 田1998な らび にNarita 1999：Chap.1で

 詳 し く述 べ た。

(IS この よ う な手 段 の区 別 につ いて はDahl l984：76やKorsgaard 1997：215-

 216な どを 参 照 。

(1⑤ この 例 は， ハ ンプ トンがHampton 1995：157で 挙 げ て い る例 を ヒ ン トに

 作 っ た。

(IT 以 下 の例 は， ジ ョ ン ・ブ ル ー ム がBroome l997：143で 提 出 して い る例 を参

 考 に した。

⑱ この 例 で は， この よ う な性 向 を 催 眠 術 に よ って 獲 得 す る と い う設 定 を したが ，

 この よ うな 性 向 を訓 練 や 教 育 で 獲 得 した場 合 や ， あ る い は， こ の よ う な性 向 を

 生 まれ つ き持 って い る場 合 で も， 以 下 述 べ る こ と は当 て は ま る。

(19)こ こで の 議 論 と所 謂 「逸脱 因果deviant causal chain」 に関 す る議 論 の相
                              ロ   コ

 違 に触 れて おけば，後者 は行為者の心的状態か ら行為 まで の因果的 な経路 に関
                                      ロ    

 す る議論で あるが，前者 は行為者の心的状態か ら動機付 けまでの経路 に関す る

 議論で ある。注(1)でも述べ たように，動機付 けは必ず しも行為 と して結実す る

 わけで はないので， これ ら二っ議論 は，異 なることを対象 に していると考え ら

 れ る。
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